
当院は以下のように医療DXを推進しております。 

１）オンライン資格確認を行う体制を有しております。 

２）患者様に対して、受診歴・薬剤情報・特定検診情報その他、必
要な診療情報を取得し、電子カルテに入力・保存し、活用すること
により質の高い診療を目指しております。 

　長期処方・リフィル処方箋についてのお知らせ 

患者様の状態に応じて 
＊　２８日以上の長期の処方を行っております。 

＊院内処方が基本ですが、リフィル処方箋の発行にも対応可能です。 

明細書発行について 

当院では医療の透明性や患者様への情報提供を推進していく観点か
ら領収証発行の際に診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発
行しております。 
明細書には検査や処置、薬剤などの診療に関する情報が記載されて
います。診療情報は患者様にとって大切な個人情報ですので取り扱
いには十分にご注意ください。 


